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謹賀新年謹賀新年謹賀新年謹賀新年    

 新年あけましておめでとうございます。本

年も何卒よろしくお願い申し上げます。 

 毎年１年の世相を表す「今年の漢字」が年

末に発表がありますが、昨年の漢字に「税」

が選ばれたということで若干驚きました。こ

れは日本漢字能力検定協会がはがきやイン

ターネットで公募した結果で、応募総数約１

７万票のうち、約５．１８％の８６７９票を

占めました。昨年４月に消費税率が５％から

８％に上がり、すべての国民の税負担が増え

たことや、今年１月から施行の相続税法改正

により相続税申告者の増加が予想され大きな

話題となったことなどから「税」に対する関

心が高まり、このような結果になったものと

推測されます。また高齢化が進んだ社会でも

安心して暮らせるよう社会保障を充実させる

ために税金を財源として社会保障と税の一体

改革が政府により推し進められています。国

民全体に影響のある税制改正により、国民の

多くが「税」に対して厳しい目を持っている

のは間違いありません。増税後の税金の使い

道についてはこれから目を光らせていく必要

があるでしょう。 

 また、あまり表立っては知られておりませ

んが、昨年税理士法が改正されました。改正

内容の１つに、税理士の使命として「租税教

育への取組の推進」が明記されました。申告

納税制度の維持発展を図るために、税理士・

税理士会が社会貢献事業の一環として行って

いる租税教育の取組みがより一層定着・発展

するよう職業法において法的根拠を持たせる

こととなりました。広く子どもから大人まで

「税」に関する教育その他の知識の普及及び

啓発活動に関する規定が明確になることで

我々税理士の果たす役割はより重要性を増す

こととなります。 

 さて、話は変わりますが年末に衆議院議員

選挙が行われました。選挙前から自公与党の

勝利は予想されていたものの、戦後最低と

なった５２．６６％という投票率は大変残念

です。安倍政権の経済政策を評価する人は多

いものの、それ以外の政策の評価は厳しいも

のでその結果とも言えるでしょう。今後も引

き続くこととなった安倍政権のもと、経済、

雇用対策を始め課題は山積みです。 

 このセンターだよりが皆さまのお手元に届

く頃には、平成２７年度与党税制改正大綱の

決定がされていることと思います。景気回復

がここに来て、もたついている状況ですから

さらに深刻化する前に迅速な政策対応は欠か

せません。今年も様々な税制改正が行われる

ことが予定されておりますが、これからの景

気回復、本当の意味での日本経済の好景気が

訪れることを期待しましょう。 

 平成２７年が皆様にとりまして、良い年に

なりますよう心よりご祈念致します。 

 我々センタースタッフ一同、今年も皆様の

お役に立てるよう日々精進して参ります。こ

れからも当センターをご愛顧いただきますよ

うよろしくお願い申し上げます。 
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特定社会保険労務士特定社会保険労務士特定社会保険労務士特定社会保険労務士    杉浦 玲子杉浦 玲子杉浦 玲子杉浦 玲子    

 新年明けましておめでとうございます。本

年も何卒宜しくお願い申し上げます。 

 昨年の１１月２１日に国会が解散となりま

した。ある自民党の議員は今回の解散を「多

くの国民が解散は今じゃないと冷めている。

国民が解散の大義を感じてない。」と言って

います。アベノミクスにより多くの大企業は

増収増益を記録しておりますが、中小企業に

はその恩恵は殆ど届いておりません。１２月

１日の中日新聞の夕刊にはこんな見出しがあ

りました。「アベノミクス格差の冬、懐温か

いトヨタ下請け厳冬」これはまさに現在の日

本の中小企業の現状を表している表現です。

個人の生活面においては１０月の勤労統計調

査によると一人当たりの現金給与総額は前年

同月比０.５％の増ですが物価の影響を加味

した実質賃金は２.８％減になりこれは１６

か月連続で減少しています。 

 今年度の税制改正大綱が発表される前の年

末近くの解散ということで２７年の税制がど

うなるか分かりませんが、法人税は減税の方向

に所得税は増税の方向に行くことは間違いあ

りません。現在の国の借金は国家予算の１０倍

以上で先進国のなかでも最低の水準です。 

 この様に中小企業を取りまく環境は厳しい

ですが、国も景気浮揚策として昨年から所得

拡大促進税制や生産性向上設備促進税制等に

より企業にとって減税となる政策も手当され

ておりますので、これらをフルに活用して顧

問先の皆様のお役に立つ所存です。  

 あけましておめでとうございます。 

 昨年のセンター創業５０周年を区切りと

し、葵労務管理事務所も、今年は、新しい出

発の年となります。所内から二名の社会保険

労務士合格者を生み、二人の２０代の職員が

主力となりました。 

 税と社会保険の一体改革、マイナンバー制

の導入に対応できる体制を整えることも出来

ました。 

 少子高齢社会は深刻な労働力不足をきたし

ております。国は、高齢者、障害者、子育て

支援をおこない女性も全員働く環境づくりを

めざしております。 

 ワークライフバランスを実践し、６０年経

過いたしました。家族の支えもあり、友達、

職場人間関係にも恵まれ、今日まできたこと

に感謝しております。 

 成長を疑わなかった昭和の時代、安定の平

成時代、後半は、規制緩和の嵐が吹き荒れ、

社会構造の変化は想像を超えております。 

 アベノミクスは、東京、大企業、の中間層

を育て、地方、中小企業は放置されておりま

す。社会不安は、うつ病を発症させ、休職相

談が多く寄せられています。心の病は、人の

力でしか治せないといわれています。 

 人の繋がりで、安心できる職場環境づくり

を目指しましょう。 

 

税理士税理士税理士税理士    古田 益三古田 益三古田 益三古田 益三    
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弁護士弁護士弁護士弁護士    長谷川 留美子長谷川 留美子長谷川 留美子長谷川 留美子    

 新年あけましておめでとうございます。 

 昨年のＷｉｎｄｏｗｓＸＰ（以下ＸＰ）の

サポート終了に引き続き、今年もサポート終

了が控えています。それはＷｉｎｄｏｗｓ２

００３Ｓｅｒｖｅｒです。サーバー用のＯＳ

ですから通常のパソコンとは違い、サポート

終了時期の２０１５年７月を過ぎての使用は

相当の対応が必要かと思われます。残り６カ

月強の期間内に対応方法の検討と実施が必要

ですので、未だのところは今すぐにでも検討

を始めた方が良いでしょう。 

 次の話題は新しいＯＳのリリースで、ＸＰ

→Ｖｉｓｔａ→Ｗｉｎｄｏｗｓ７→Ｗｉｎｄ

ｏｗｓ８（８．１）と来て、次のＯＳは当然

Ｗｉｎｄｏｗｓ９（以下９）と思いきや、ひ

とつ飛んでＷｉｎｄｏｗｓ１０（以下１０）

となるようです。 

 しかし、個人ユーザーはともかく、企業ユ

ーザーのほとんどが昨年４月のＸＰのサポー

ト終了の前後に７に切り替えて（８．１では

なく）いると思われますので、１０について

は事実上個人ユーザー向けのものとなるでし

ょう。 

 １０の特徴のひとつはスタートメニューの

復活のようです。タイルメニュー画面ではな

く従来までのデスクトップ画面を使うユーザ

ーが多いため、１０でのスタートメニューで

は７までのスタートメニューと８のタイルメ

ニューを合わせたものになるようです。 

 本年もよろしくお願い致します。 

新年明けましておめでとうございます。 

昨年は、事務所ビルの耐震工事のため、半

年間仮事務所を賃借しました。普段は仕事で

チェックしている賃貸借契約書を、賃借人と

なる自分のためにチェックすることとなりま

した。 

話は変わりますが、本年１月１日より相続

税の改正法が施行されました。しばらく前か

ら、改正による増税に備えた対策を勧める広

告が数多く見られましたが、その中に、土地

活用を勧めるものもありました。借金をして

賃貸マンションを建てようというもののよう

です。 

賃貸マンションを所有すると、当然のこと

ながら、賃貸借契約の当事者となります。昨

今は、格差社会のせいか、家賃の支払いに窮

する人たちが結構見られます。当事務所で

も、賃料不払いの事件が散見されます。家賃

収入をあてにしてマンションの建築資金を借

金していると、返済に窮することになりま

す。 

年末選挙でアベノミクスの継続が決まった

ようですが、政治の力で格差社会が解消され

るでしょうか。 

本年もよろしくお願い申し上げます。 

株式会社 株式会社 株式会社 株式会社 コスモシステムコスモシステムコスモシステムコスモシステム    佐藤 修佐藤 修佐藤 修佐藤 修    
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会長会長会長会長    杉浦杉浦杉浦杉浦    正康正康正康正康    

災害災害災害災害へのへのへのへの効果的効果的効果的効果的なななな対処方法対処方法対処方法対処方法をををを    

明けましておめでとうございます。本年も

何卒宜しくお願い申し上げます。 

昨年の年末には総選挙が実施され新しい年

はいつになく慌ただしい中で迎えたように思

います。安倍総理は「アベノミクスを続けるか

否かを国民に問うための選挙」と言っており

ましたが、本音は野党が選挙準備の出来てい

ないこの時期にやってあと４年間安倍政権を

安泰に持続させるための解散だろうと大方の

人たちは思っていたようです。そのため投票

率は落ちることが予想されていました。 

ところで昨年は「かつて経験したことのな

いような激しい雨」や地震そして火山の噴火

が日本列島の各地を襲いました。新しい年も

昨年と同様に厳しい災害に見舞われる恐れが

あります。新年早々の話題にはあまりふさわ

しくないのですが、避けて通れないことです

のでやはり新年にあたり心がけておきたいこ

とだと思い敢えて取り上げてみました。 

日本列島に住むわれわれにとって自然災害

は避けようがありませんので、災害に遭遇し

たばあいは被害を最小限にくいとめるための

十分な対策を日頃から心がけることが最善で

す。そのためには何はともあれ頭の中を新し

い環境に適応出来るように変えておかないと

いけません。何故かと言いますと、いま私たち

が住んでいる地球は排気ガスによる温暖化で

重大な変化が起こり様変わりしつつあります

ので、そのことを十分頭に入れておく必要が

あります。私たちの住んでいる環境状況が地

球温暖化によって根本的に変わりつつあると

いう冷厳な事実に対する理解と認識がまだま

だ不足しているのではないかという問題で

す。異常気象の際に使われる言葉「私たちがい

まだかつて経験したことのないような」とい

う表現はまことに適切で、豪雨の時だけのこ

とではなく地球環境上で起こるあらゆる場面

で使われて良い表現だと思います。 

地球環境が従来私たちが知っていた状況と

は根本的に変わりつつあるということについ

て、どうしてもそれを受け入れたくない気持

ちが無意識に起ります――すなわち過去に経

験して頭に残っているようなことが今後も同

じように起るだろうとの抜きがたい考え方を

簡単には変えられないということです。知ら

ぬ間に過去の延長線上で考えてしまう習性か

ら脱却しないと正しい対処方法は出て来ない

のです。もちろん過去の豪雨や地震・噴火など

の経験は生かさないといけないのですが、温

暖化による違いやその後の環境変化によって

様変わりしていることを勘定に入れないとい

けません。昭和１９年の東南海地震や昭和３

４年の伊勢湾台風の経験は大いに学ぶ必要が

ありますが、被害の態様はその後の環境変化

によって大きく変わる可能性がありますの

で、従来の対処方法だけでは効果的な対応が

できないでしょう。頭を切り替えて環境変化

を十分考慮に入れた適切な対処方法を考え出

さなくてはなりません。２１世紀を生きるに

はやはり新しい考え方が必要なようです。 

（随想） 
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新年明けましておめでとうございます。 

 

皆様におかれましては、希望の新春を迎え

られましたこと、心よりお慶び申し上げま

す。 

 昨年は、消費税の導入に伴う駆け込み需要

から始まり、アベノミクスの中小企業への経

済効果が期待されましたが、依然として大企

業にとどまり、我々、小企業には未だ良い効

果が得られず、苦しい経営が続いておりま

す。 

 消費税導入後は、海外経済の好転が一部の

国において進んでおりますが、これに合わせ

わが国の為替が円高に進み輸出企業が悲鳴を

上げる状況であり、また、国内企業の輸入製

品のコストアップが顕著となりつつありま

す。 

 国内景気の指標となる個人消費は期待通り

とは行かなく低迷しており、益々、国内景気

が混沌として参りました。 

政治においては、昨年末に衆議院選挙が実

施されましたが、この選挙の争点がはっきり

せず、なにやら国民不在の様相で終わりまし

た。 

 この結果を踏まえアベノミクスの更なる実

行を期待したいものです。 

また、大きな自然災害が発生し、多くの方の

生命が奪われ、暗いニュースが毎日のように

報道され皆が涙した年であったように思いま

す。 

しかし、この様な情勢の中で、葵総合経営

センターの創立５０周年記念パーティーが皆

様方のご参加の下、盛大に挙行され多くの

方々の祝福を受け、新たな１００年を目指し

スタートを切った年で御座いました。 

暗い世でありましたが、我々にとっては、一

部の明るい出来事であり、是非、我々のモチ

ベーションのアップにしたいと思います。 

 この様に、社会情勢は、激動の世から抜け

出せず今日を迎えておりますが、私たち康友

会は、これらの難題に立ち向かい乗り切るた

め、会員一人ひとりのお力をお借り致し共に

協力し、一丸となって難局を克服するべく努

力して参りたいと決意を新に致すと共に、会

員企業様の更なる発展に役立つよう努力する

所存でございます。 

  

 本年も皆様方にとって飛躍する年でありま

すよう心から祈念し、新年のご挨拶を申し上

げます。 

 

 

 

                        会長会長会長会長    篭橋篭橋篭橋篭橋    美久美久美久美久    

【東菱電子 株式会社 代表取締役】    

    康康康康    友友友友    会会会会    

    康友会康友会康友会康友会ゴルフゴルフゴルフゴルフ同好会同好会同好会同好会    

    第第第第252252252252回回回回    例会成績例会成績例会成績例会成績    

    平成平成平成平成26262626年年年年11111111月月月月12121212日日日日((((水水水水））））    

        東名古屋東名古屋東名古屋東名古屋カントリークラブカントリークラブカントリークラブカントリークラブ    

順位 氏名 

優 勝 関口 健一郎  

準優勝 杉浦 康晴  

３ 位 山口 光治  

他参加者 日置 亨、大矢 哲、橋本浩宗、 

荒井栄児、寺西昭範、吉見益男、 

岡庭文則、三輪厚雄、杉浦正康、 

古田益三  （順不同・敬称略） 

＜＜＜＜次回開催次回開催次回開催次回開催＞＞＞＞    

平成平成平成平成27272727年年年年1111月月月月15151515日日日日((((木木木木))))    

開催場所開催場所開催場所開催場所    貞宝貞宝貞宝貞宝カントリークラブ カントリークラブ カントリークラブ カントリークラブ     
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新年号の特集企画として、葵総合経営センターの次の顧問先

様より、新年に向けての抱負をいただきました。 

  

 ・シバタ貿易株式会社 

 ・医療法人鹿志会 エルズメディケア名古屋 

                     （五十音順、敬称略） 

 

御多忙中にも関わらず、快く対応していただき、ありがとう

ございました。 

本年もよろしくお願い致します。 

                         広報委員会 

平成平成平成平成27272727年年年年をををを迎迎迎迎えてえてえてえて    

        

特  集   
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シバタシバタシバタシバタ貿易株式会社貿易株式会社貿易株式会社貿易株式会社    

 

 新年明けましておめでとうございます。 

 

 昭和５６年８月１０日に名古屋市大須にて

『日本のお菓子を全世界へ』との目標を掲げ

てシバタ貿易株式会社はスタートしました。 

 当初、サウジアラビア、台湾、香港、シン

ガポールから輸出を開始しました。まだまだ

食品の輸出というのは難しい時代で、食品検

査や日付問題、原材料の使用認可の違いなど

今では考えられないほどでした。 

 その後、規制緩和や輸出促進などの後押し

を受けつつ輸出先を増やすように国内外の展

示会参加、商談会参加など積極展開を図って

参りました。その間には湾岸戦争や２度の大

震災（阪神・淡路、東日本）や政権交代、空

前の円高、靖国問題や領土問題など数々の困

難が立ちはだかりました。そしてまだ続いて

います福島原子力発電問題があります。これ

によって震災から半年の間、世界各国は日本

からの輸入を全面禁止とする処置をとりまし

た。 

 徐々に規制は緩和されましたが未だに多種

の証明書が必要な状況となっています。そん

な中にありながら現在では１３ヶ国１６社と

取引ができるまでに至りました。 

代代代代    表表表表    

    柴田柴田柴田柴田    浩司浩司浩司浩司    氏氏氏氏    
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 このような状況下でも販路拡大ができたの

は“ＭＡＤＥ ＩＮ ＪＡＰＡＮ”ブランド

がいかに強いか、いかに信頼されているかの

証明であると強く感じています。日本のお菓

子はいろいろな種類がありますし、春夏用と

か秋冬用と必ず商品が入れ替わるというのは

日本独自のものであります。また日本菓子の

特徴である安心、安全、嗜好性をもっともっ

と前面に打ち出して今後もこの“ＭＡＤＥ 

ＩＮ ＪＡＰＡＮ”ブランドを世界中に広め

ていきたいと思っています。 

 

 今後とも、ご支援ご指導よろしくお願い申

し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《《《《    会会会会    社社社社    概概概概    要要要要    》》》》    

 

会社名称会社名称会社名称会社名称    

    シバタ貿易株式会社 

 Shibata Trading Co.,Ltd. 

代表者代表者代表者代表者    

    柴田 浩司 

所在地所在地所在地所在地    

  名古屋市中区栄２丁目１２番１２号 

  アーク栄白川パークビル５０１号室 

 

  Ｔｅｌ:０５２－２０２－０６３８ 

  Ｆａｘ:０５２－２０４－００９８ 

 

設立設立設立設立：１９８１年８月４日 

 

主主主主なななな輸出先輸出先輸出先輸出先    

ブラジル、北アフリカ、中国、韓国、台湾

、香港、シンガポール、マレーシアなど 

 

 

ホームページアドレス 

http://www.confectionery.jp/ 
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医療法人医療法人医療法人医療法人    鹿志会鹿志会鹿志会鹿志会    

エルズメディケアエルズメディケアエルズメディケアエルズメディケア名古屋名古屋名古屋名古屋    

 私ども医療法人鹿志会(ろくしかい)エルズ

メディケア名古屋は、女性に優しい健康診断

を提供することを目的に、女性専用の健康診

断施設として２００８年４月１日、名古屋市

中区伏見の日土地名古屋ビル３階に開院しま

した。 

女性専用の施設は、国内でも珍しく、東海三

県では始めての施設となります。 

その特徴は、 

①受診者は女性専用のみですので、男性は施 

 設にはお入りいただけません。 

②医師、スタッフ共女性中心で、男性は、胃 

 のＸ線撮影を担当する技師２名のみです。 

③働く女性の方々にもおいでいただきやすい  

 ように、土曜日、日曜日、祝日も健診を実 

 施します。お休みは月曜日です。 

④お子様をお連れいただく場合は、契約の託 

 児所をご案内いたします。（有料） 

 健診の内容は、人間ドック（婦人科検査を

含む）、生活習慣病、定期健康診断など通常

の健康診断に加え、女性に特化した乳がんセ

ット、婦人科セット、卵巣がんセット、名古

屋市が実施しますワン・コイン健診なども受

診いただけます。また、花嫁さんを対象とし

たブライダル・ドックも実施しています。 

 では、なぜ女性専用施設なのでしょうか。 

これまでの健康診断施設では、受診者の大半

が男性のため、健診施設の設計、健診衣のデ

ザイン、健診項目なども男性が中心に考えら

れ、女性の受診者の方々については、あまり

注意が向けられてきませんでした。また、婦

人科検診などは実施されてはいても男性受診

者の多い施設ですので、どうしても男性方の

目に触れることになります。これでは、もと

もとあまり受診したくない健康診断ですので

、女性の方々が敬遠されても仕方が無い状況

にありました。こうした女性が不快と感じら

れる点を改善し、女性が受けていただきやす

理事長理事長理事長理事長    

    木俣 清子木俣 清子木俣 清子木俣 清子    氏氏氏氏    

受付フロア 

待合フロア 



い環境を提供することが目的です。具体的に

は、女性専用としましたので、健診フロアー

のスタッフは、医師、技師、看護師を含め女

性中心の陣容です。各検査項目は、採血、視

力以外は全て個室で行います。各検査室は、

待合室の後ろ側に設置していますので、お待

ちの他の受診者様に対してもプライバシーが

確保されています。健診衣は、オリジナルの

デザインで、ピンク色の厚手の生地で作成し

ました。厚手の生地を使用し、前身ごろを二

重にしてありますので、体の線が透けるよう

なことはありません。胃のＸ線検査で台の上

でごろごろされてもはだけない、また、マン

モグラフィー以外は着衣のまま検査をお受け

いただけるデザインとしてあります。 

 少し女性のがんのお話をしましょう。 

乳がんは、何も無い、正常な状態からがんの

直径が１０㎜になるのに約１５年かかる、と

いわれます。では、１０㎜から２０㎜になる

のにはどれくらいでしょうか。実は１年半し

かかかりません。乳がんの場合、一般的に２

０㎜以下であれば治療可能の早期がんとの判

定になります。ですから、１年毎に健診を受

診していれば、早い段階で発見することがで

き、処置も可能となります。 

 私の友人の奥様は６０歳台前半、４０年近

く健診を受診したことがありませんでした。

私どもで受診いただきましたところ、乳がん

が見つかりました。大きさは１５㎜、早速マ

ンモグラフィーの画像を提供し、専門医の診

察を受け、最終的に手術を受けました。その

後も、放射線治療、抗がん剤治療を１年間に

亘りうけ、ようやく１年後に緩解（症状、病

勢などの進行が止まり、楽になること）とな

りました。この段階で見つかりましたので、

この程度で済んだのですが、少し大きくなっ

１１ 

てからのスピードを考えた場合、もう1年遅

かったら、と思うと、冷や汗が流れる思いで

す。長い間健康診断を受診していないなあ、

と思われる貴女、ぜひ一度ご受診下さい。少

しでも早く受診すれば、異常があった場合で

もすぐに対処できます。受診するときは、今

です。また、一度受診したら、その後は定期

的に受診することが重要です。ぜひ継続して

受診しましょう。 

 これまで「健診は・・・」としり込みをさ

れている女性の皆様、一度私どもで健診をお

試し下さい。ご主人様方、奥様は健康診断を

受診されていますか。ご主人たちが仕事に打

ち込むことができるのも健康な奥様方がおい

でになってのことです。まだ受診されていな

いのであれば、ぜひ受診されるよう背中を押

して差し上げてください。 

 私どもは皆様方の健康づくりのお手伝いを

させていただきたい、と思っています。 

パウダールーム 

《《《《    会会会会    社社社社    概概概概    要要要要    》》》》    

    

医療法人鹿志会 医療法人鹿志会 医療法人鹿志会 医療法人鹿志会 エルズメディケアエルズメディケアエルズメディケアエルズメディケア名古屋名古屋名古屋名古屋    

設設設設    立立立立：：：：    ２００８年４月１日 

理事長理事長理事長理事長：：：：    木俣 清子 

医医医医    師師師師：：：： 伊藤 佳子 

診療科診療科診療科診療科：：：：    内科、婦人科、人間ドック 

 

住住住住    所所所所：：：： 名古屋市中区栄二丁目１番１号  

     日土地名古屋ビル３階 

電電電電    話話話話：：：： ０５２－７３７－６５００ 

休診日休診日休診日休診日：：：：    月曜日、年末年始、夏季休暇 

（文責：理事 増田） 
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創業創業創業創業５０５０５０５０周年記念周年記念周年記念周年記念ゴルフコンペゴルフコンペゴルフコンペゴルフコンペ    

 去る、平成２６年１１月１２日（水）に東名古屋カントリークラブ 西コースにおきまして

「葵総合経営センター創業５０周年記念ゴルフコンペ」を開催致しました。 

 紅葉の見頃を迎えた当日は、朝方まで冷たい雨が降っておりましたが、皆様方の日頃の行い

が素晴らしいようでスタート過ぎからは気持ちの良い快晴となりました。 

 当日は顧問先様、康友会ゴルフ同好会の会員様、取引先様等合計３０名の皆様にご参加いた

だき、誠にありがとうございました。８時よりＯＵＴ、ＩＮそれぞれ４組ずつ、計８組がス

タート致しました。初めてご参加いただく顧問先様もすぐに打ち解け、和気あいあいとまた真

剣にプレーを楽しんでいただきました。 

 プレー後は、パーティーを行い、その中で表彰式も行われました。 

 パーティーでは、最初に今回のゴルフコンペの大会会長の葵総合経営センター代表 杉浦康

晴より挨拶をさせていただきました。その後、康友会会長 篭橋美久様より来賓のご挨拶をい

ただきました。パーティーでは、皆様、初めての顔合わせの方とも楽しくご歓談いただき、和

やかに楽しまれた様子でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 続いて行われた表彰式では、豪華賞品を準備させていただきました。また、大同生命保険株

式会社様、損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社様からも協賛賞と致しまして豪華

賞品をご提供いただきました。順位の発表と賞品授与を行い、ドラコン賞ほか各賞の発表と賞

品授与、協賛賞では抽選にて賞品授与が行われました。最後にご参加いただいた皆様方には参

加賞をお渡しいたしました。 

 表彰式の後は、康友会ゴルフ同好会会長の大矢哲様より閉会のご挨拶をいただきました。 

 皆様方のご協力のもと、怪我もなく無事にコンペを終えることができました。 

 当センター創業５０周年記念行事を昨年より多数開催させていただきましたが、今回のゴル

フコンペが一連の記念行事の最後となりました。これからも当センターをご愛顧いただき、

様々な行事へのご参加も心よりお待ち申し上げます。         （文責：都築玲香） 



１３ 

葵総合税理士法人葵総合税理士法人葵総合税理士法人葵総合税理士法人        田中田中田中田中    裕佳梨裕佳梨裕佳梨裕佳梨    

平成平成平成平成２６２６２６２６年分所得税年分所得税年分所得税年分所得税からからからから適用適用適用適用されるされるされるされる    

主主主主なななな税制改正税制改正税制改正税制改正    

＜＜＜＜１１１１．．．．少額投資非課税制度少額投資非課税制度少額投資非課税制度少額投資非課税制度（ＮＩＳＡ）（ＮＩＳＡ）（ＮＩＳＡ）（ＮＩＳＡ）のののの施行施行施行施行＞＞＞＞    

 非課税口座内の少額上場株式等で、非課税期間内に発生した配当等や譲渡益は所得税が課さ

れません。 

＜＜＜＜２２２２．．．．雇用者雇用者雇用者雇用者へのへのへのへの給与支給額給与支給額給与支給額給与支給額がががが増加増加増加増加したしたしたした場合場合場合場合のののの税額控除税額控除税額控除税額控除のののの創設創設創設創設＞＞＞＞    

 要件を満たすと、給与支給増加額の１００分の１０相当額が税額から控除されます。 

＜＜＜＜３３３３．．．．生産性向上設備投資促進税制生産性向上設備投資促進税制生産性向上設備投資促進税制生産性向上設備投資促進税制のののの創設創設創設創設＞＞＞＞    

    ２６年１月２０日以後に、一定の規模以上の生産性向上設備等を取得し事業の用に供した場

合には、即時償却あるいは税額控除（取得価額の５％相当）との選択適用ができます。 

＜＜＜＜４４４４．．．．住宅税制住宅税制住宅税制住宅税制のののの改正改正改正改正＞＞＞＞    

 住宅ローン減税など、各種税額控除制度が拡充・延長されました。  

なお当欄に記載した事項は多岐に亘る改正の一部ですので、詳細については税理士法人の各担

当者にご相談ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


